
モチベーションクラウド ロールディベロップメント規約 

株式会社リンクアンドモチベーション（以下「当社」という）が提供するモチベーションクラウド 

ロールディベロップメント（以下「本サービス」という）の利用を希望する顧客（以下「利用者」

という）は、以下の規約（以下「本規約」という）に従い本サービスを利用するものとする。 

 

第１条 （用語の定義） 

本規約に用いる語句の定義は以下のとおりとする。 

(1) 「モチベーションクラウド ロールディベロップメント」とは、利用者の従業員の成長を促進し、

組織を強化するためのクラウドシステム及びこれに付随して当社が提供するサービスをい

う。 

(2) 「クラウドシステム」とは、サーベイを実施するための全ての機能（利用者情報登録、分析処理、

処理結果を提供する機能を含む）及びサーベイ結果等の閲覧機能（利用者の従業員の成長課

題、改善項目、アクションプラン等の確認機能を含む）を有するクラウド上のシステム（以下

「本システム」という）をいう。 

(3) 「サーベイ」とは、当社が利用者の従業員に対して実施する「特定の従業員個人に対する期待度、満

足度等の調査」のために当社が開発した診断手法をいう。サーベイの回答依頼、回答、集計、

結果の算出（以下、一連の過程を「サーベイ実施」という）にあたっては、本規約の規定に

従うものとする。 

(4) 「契約タイプ」とは、本サービスに関し、当社が別途交付する「モチベーションクラウド ロ

ールディベロップメント サービス料金表」（以下「サービス料金表」という）記載の「通常契

約」「長期契約」などの契約のタイプをいう。 

(5) 「料金プラン」とは、本サービスの利用料金に関するプランをいい、ライトプラン、ベーシッ

クプラン、スキルプラン、ベーシック×スキルプランの４種類を指す。各料金プランのサービ

ス内容、実施項目は、サービス料金表記載のとおりとする。 

(6) 「プラン変更」とは、以下のいずれかの通り変更する場合をいう。 

① 利用者が単一もしくは複数の料金プランを利用中の場合において、利用中の料金プラン

を、異なる料金プランに変更する場合 

② 利用者が単一もしくは複数の料金プランを利用中の場合において、新たに料金プランを追

加する場合 

③ 利用者が複数の料金プランを利用中の場合において、利用中の単一もしくは複数の料金プ

ランを停止する場合 

(7) 「プラングレード」とは、ベーシックプラン、スキルプラン、ベーシック×スキルプランのそ

れぞれにおいて定める、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４種類の等級のことをいう。 

(8) 「アップグレード」とは、料金プランのプラングレードを以下のいずれかの通り変更する場合を

いう。 

① プラングレードをＡからＢ、ＣまたはＤに変更する場合 

② プラングレードをＢからＣまたはＤに変更する場合 

③ プラングレードをＣからＤに変更する場合 

(9) 「ダウングレード」とは、料金プランのプラングレードを以下のいずれかの通り変更する場合を

いう。 

① プラングレードをＢからＡに変更する場合 

② プラングレードをＣからＢまたはＡに変更する場合 

③ プラングレードをＤからＣ、ＢまたはＡに変更する場合 



(10) 「プラングレード変更」とは、前二号で定めるアップグレードまたはダウングレードを行うこと

をいう。 

(11) 「登録者」とは、本サービスを利用することができる利用者の従業員をいう。 

(12) 「アカウント」とは、当社が提供する本サービスへのアクセス認証のために使用される固有の識別

子のことをいう。 

(13) 「パスワード」とは、アカウントの確認の際に必要となるサーバへのアクセス認証のために使用さ

れる文字列のことをいう。 

(14) 「利用開始月」とは、利用者が指定した本サービスの利用を開始する月をいう。実際の利用開

始日にかかわらず、契約起算日は利用開始月の１日とする。 

(15) 「ルール設計」とは、本契約を締結し、本サービスの利用開始時に、サーベイ実施時期（サイ

クル）等を本システムに登録する行為をいう。 

 

第２条 （本サービスの目的と内容） 

当社は、利用者の従業員が組織内における従業員個人の成長課題を把握し、改善行動を促すこ

とで、従業員個人の成長を支援し、利用者の組織を強化するために、利用者に対し、本サービ

スを提供するものとする。 

 

第３条 （契約の成立及び確認事項） 

1. 利用者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の申込書（以下「申込書」という）

を提出するものとする。当社は、当社所定の基準により承諾の可否を検討し、申込を承諾する

場合には、その旨通知する。当該承諾をもって、当社と利用者との間で、本サービスの利用契

約（以下「本契約」という）が成立する。 

2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、サーベイ実施の主催者として利用者の従業員の管

理責任を負うものとし、サーベイに回答する従業員に対し、設問の漏洩等の不正行為が行われ

ないよう従業員に周知するとともに、当社が別途定める従業員向け利用規約に同意させ、これ

を遵守させるものとする。 

3. 利用者は、本サービスにおいて、サーバ・ネットワーク基盤として「Amazon Web Services」を

使用することを了承する。Amazon Web Services のプライバシー規約については、以下のものが

該当する。 

・Amazon Web Services のプライバシー規約：https://aws.amazon.com/jp/privacy/ 

4. 利用者は、OpenAI 社の提供する「OpenAI API」（「OpenAI API」とのサービス名称が変更され

た場合にあっては、当該変更後のサービス）を用いた本サービス上の機能（以下「AI 機能」とい

う）を利用するときは、AI 機能の利用行為及びこれに付随する行為（OpenAI 社に対して利用者の

保有するデータを提供する行為を含む）並びに当該各行為に伴い生ずる結果について、自ら法

令上の責任その他の一切の責任を負うものとする。OpenAI API のデータ利用規約については、

以下のものが該当する。 

・OpenAI API のデータ利用規約：https://openai.com/policies/api-data-usage-policies 

5. 利用者はサービス料金表記載のサービス内容の一部が、オンラインにて実施される可能性があるこ

とを了承する。なお、オンラインにて実施される際は、別紙「オンライン実施に関する細則（以

下 

「本細則」という）」に従うものとする。 

6. 利用者は、個人情報の保護に関する法律（（平成十五年法律第五十七号）、以下「個人情報保護

法」という）その他個人情報の保護に関する法令、ガイドライン等に従って、個人情報（個人

情報保護法に定める「個人情報」をいう。以下同じ。）が当社に預託、提供され、本サービスを

https://aws.amazon.com/jp/privacy/
https://openai.com/policies/api-data-usage-policies


提供する目的の範囲において当社に利用されることにつき、情報主体から同意を得ているこ

と、個人情報が適切かつ適法に取得されたものであること、その他当社が利用者から預託、提

供された個人情報の当社による利用が、第三者のいかなる権利も侵害するものではなく、か

つ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。 

第４条 （登録情報変更の届出義務） 

1. 利用者は、本サービスの申込み時に当社に対して提供した登録情報（申込書記載事項を含む。

以下、総称して「登録情報」という）が全て正確であることを保証する。 

2. 利用者は、登録情報に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに当社所定の変更届を届け出る

ものとする。 

3. 当社は、前項に基づき利用者が届け出た情報を、毎月初日に本システムに反映するものとする。

この場合、利用者は、本システムの都合上、当該情報が反映されるまでに時間差があることを

理解し、了承するものとする。 

 

第５条 （本サービスの保証の範囲） 

1. 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって、本サービスを提供する。 

2. 当社は、利用者に対し、当社が提供する本サービス（AI 機能により生成されたアウトプットを

含まない）が、第三者の著作権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ、合法的な

ものであることを保証する。 

3. 当社は、利用者に対し、AI 機能により生成されたアウトプットの正確性、信頼性、安全性等及

び AI 機能により生成されたアウトプットが第三者の著作権その他のいかなる権利も侵害するも

のではないことを保証しない。 

4. 当社は、本サービスが原則として本システムを通じて Web 上で実施され、分析処理及び処理結

果の提供が電磁気的かつ自動的に行われることに基づき、サーベイ実施のプロセスにおいて、

回答情報の加工等は行わないことを保証する。 

5. 利用者は、本サービスの効果には利用者により差があり、当社が本サービスの提供の効果につ

き一定の客観的効果を保証するものではなく、本サービスを自己の責任において利用するもの

であることを予め承諾する。 

6. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、開発途上の機能を一部利用することができる。た

だし、利用者は、当該開発途上の機能に関して第三者に対し開示または漏洩しない義務を負う

こと、及び当該開発途上の機能から得られる効果につき、自己の責任において利用するもので

あることを予め承諾する。 

 

第６条 （再委託） 

当社は、本サービス提供の全てまたは一部を、当社が指定する第三者（以下「再委託先」とい

う）に再委託することができるものとする。この場合、当社は再委託先に対し、当社が本契約

において利用者に対して負う義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、再委託先

の義務違反について、利用者に対し直接責任を負うものとする。 

 

第７条 （本サービスの利用料金） 

1. 利用者は、当社に対して本サービスの利用料金として、以下を支払うものとする。 

① 初期設計費 

初期設計費とは、本サービスの利用開始時のルール設計の対価として発生する料金をいう（以下、

ルール設計が完了した月を「ルール設計完了月」という）。金額は、サービス料金表記載

のとおりとする。 



② 月額費 

月額費とは 、本サービスの入会月（本システムの利用開始月に同じ）から、本契約が終了す

る日の属する月の末日まで、毎月発生する料金をいう。月額費は、月単位で発生し、日割計

算は行わないものとする。月額費の金額は、利用者が選択した料金プラン及び登録上限人数

に応じて決定され、詳細はサービス料金表記載のとおりとする。 

2. サービス料金表にて定められたサービス内容及び付帯サービスのうち、利用者の選択により利

用しないサービスがあった場合でも、前項の初期設計費及び月額費は減額しない。 

3. 登録上限人数に変更があった場合の月額費の取扱いは、以下のとおりとする。 

① 登録上限人数が増加する場合 

利用者は、登録上限人数の増加を希望する場合、当社に対して変更届を提出することで、

登録上限人数を増加させることができる。この場合、登録上限人数を増加させた月から月

額費が増額変更されるものとする。 

② 登録上限人数が減少する場合 

利用者は、登録上限人数の減少を希望する場合、登録上限人数を減少させる月の前々月末

日までに、当社に対して変更届を提出した場合に限り、登録上限人数を減少させることが

できる。この場合、登録上限人数を減少させた月から月額費が減額変更されるものとする。なお、

利用者は、登録上限人数を減少させた時点から１年未満の間は、再度登録上限人数を変更

することはできないものとする。 

4. 初期設計費の支払方法は、以下のとおりとする。 

初期設計費は、ルール設計完了月の当月末日締めとし、当社から利用者に対し、請求書を発行

する。利用者は、ルール設計完了月の翌月末日（または当社指定の支払期日）までに、当社が

指定する口座宛てに初期設計費を振り込んで支払う。 

5. 月額費の支払方法は、以下のとおりとする。 

月額費は、各利用月の末日締め（当社の毎月末の最終営業日 15:00 締めとする）とし、その翌

月末日を支払期日とする。利用者は、当社が発行した請求書に従い、各支払期日までに、当社

が指定する口座宛てに月額費を振り込んで支払う。ただし、当社と利用者において、口座振替

による支払方法を指定した場合は、この限りでない。 

6. 利用者は、当社に対して別途申し出て当社がこれを承諾した場合、前項で定める月額費の支払

方法を月払いから一括前払いに変更することができる。 

7. 前三項の支払に関する手数料は、利用者が負担する。なお、本サービスの支払に用いる通貨は

日本円とする。 

第８条 （料金プラン及びプラングレードの変更） 

1. 利用者は、本サービスが１年サイクルでPDCA を回す目的に基づくものであることを理解し、契

約起算日から１年間、プラン変更及びプラングレード変更ができないことを了承する。 

2. 利用者は、基本利用期間中及び更新期間中にプラン変更またはプラングレード変更をする場合、

基本利用期間（第22 条で定める。以下同じ）の開始月から12 か月を経過するごとに、年に１度、

当社に対し変更届を提出した上で、基本利用期間中にプラン変更またはプラングレード変更が

できるものとする。 

3. 基本利用期間終了時にプラン変更またはプラングレード変更を行わない場合、基本利用期間中

に選択しているプラン及びプラングレードが継続して適用されるものとする。 

第９条 （支払遅延の措置） 

1. 当社は、利用者からの入金が確認できない場合、本サービスの提供を停止できるものとする。



この場合、利用者が当社の催告に対し、直ちに入金を行った場合、当社は、入金を確認でき次

第、本サービスの提供を再開するものとし、利用者が入金を行わない場合、当社は、第20条第2

項に従い、本契約を解除することができるものとする。 

2. 利用者が利用料金の全てまたは一部を支払わない場合、当社は利用者に対し、支払期日の翌日

より実際の支払日までの日数に応じ、未払利用料金に対し法定利率に従い算出した金額を遅延

損害金として請求できる。 

 

第１０条（アカウント及びパスワードの管理） 

1. 利用者は、本サービスの適切な利用を図るためアカウントとパスワードの管理を行うとともに、

本サービスを利用するために必要な設備等の保持、管理を行うものとする。また、利用者は、

本サービスを利用する従業員に対し、本規約に定める条件を周知し、従業員に妥当する範囲で、

これに従わせるものとする。 

2. 利用者は、アカウントとパスワードの盗難または第三者による不正使用を防止する責任を負う

とともに、アカウントとパスワードの盗難または第三者による不正使用が起きたと判明した場

合には、直ちにその旨を当社に通知する。万一、アカウントとパスワードの不正使用等により

当社に損害が生じた場合は、利用者は一切の責任を負うものとする。 

第１１条（禁止事項） 

利用者は、以下に定める事項を遵守するものとする。 

(1) 当社が指定した方法でのみ本サービスを利用するものとし、当社が指定した方法以外で、本サ

ービスの利用をしないこと 

(2) 本システムを通じて得られたサーベイの分析処理結果を、自らまたは当社以外の第三者をし

て、当社が推奨する方法以外で二次分析しないこと 

(3) 当社及び第三者に損害を与えるような本システム及び本システムを構成するソフトウェアの

逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、解析、分析その他ソースコードを

入手しようとする行為等を行わないこと 

(4) 本システムを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング

行為その他設備等に支障を与える等の行為をしないこと 

(5) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為をしないこと 

(6) 本サービスの利用目的以外に本サービス（本サービスを通じて開示された当社のアイデアやノ

ウハウを含む）及びこれに付随して当社から提供された書類、データ等を利用しないこと 

(7) 本サービスに関するアカウント及びパスワードを登録者以外の第三者に利用させたり、第三者 

（登録者を含む）に貸与、譲渡、質入等の処分行為を行わせたりしないこと 

(8) 本サービスに関する他の利用者のアカウント及びパスワードを利用しないことまたはその入

手を試みないこと 

(9) 本サービスの契約期間中はもとより契約期間終了後においても、本サービスの利用を通じて取

得した書類、データ等の一切を第三者に対し、開示、譲渡または貸与しないこと 

(10) 本サービスの契約期間中はもとより契約期間終了後においても、本サービスの利用を通じて開

示された当社のアイデア、ノウハウその他の情報及び本サービスに付随して当社から提供された

書類、データ等に記載された情報の一切を生成的人工知能に入力しないこと 

(11) AI 機能を OpenAI 社の利用ポリシーに反する方法で利用しないこと。OpenAI 社の利用ポリシー

については、以下のものが該当する。 

・OpenAI 社の利用ポリシー：https://openai.com/policies/usage-policies 

(12) その他、前各号に準じて、当社が指定した方法以外の方法による本サービスの利用と当社が判断す

https://openai.com/policies/usage-policies


る一切の行為または当社の利益に反すると当社が判断する一切の行為を行わないこと 

第１２条（競業避止） 

利用者は、本サービスの知的財産権、ノウハウ等を用いた組織診断システムの開発、提供を行わな

いこと。 

 

第１３条（本サービスを通じて取得した情報の取扱い） 

1. 当社は、契約期間中はもとより契約期間終了後においても、本サービスを通じて取得した利用者

の業務上及び営業上の情報、本サービス上のデータ、内容（以下「秘密情報」という）を、善良

なる管理者の注意義務をもって管理し、本サービス提供の目的外に利用せず、第三者に対し、開

示、漏洩しないものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情

報に含まないものとする。 

① 公知の情報、または利用者から開示もしくは提供を受けた後、自己の責によらないで公知

となった情報 

② 利用者から開示、または提供を受けたとき、既に自己が所有していた情報 

③ 第三者に対する開示、または提供について、利用者の事前の承諾を得た情報 

④ 正当な権限を有する第三者から開示または提供を受けた情報 

⑤ 第４項に定める統計データ 

2. 当社は、本サービスを通じて取得した個人情報（サーベイに回答した利用者の従業員の個人情

報を含む）については、当社所定の「個人情報保護方針」及び個人情報保護法その他個人情報

の保護に関する法令、ガイドライン等を遵守し、適切に取り扱うものとする。 

3. 第１項の規定にかかわらず、当社は、当社グループによるサービスの提供、改善、妥当

性・信頼性及び傾向の分析、公表等を目的として、本サービスを通じて利用者及び利用者

の従業員から取得した情報（申込書上の本規約への同意日以降に取得した情報すべてを

含む）を利用することができる。 

4. 第１項の規定にかかわらず、当社は、サーベイ結果と利用者情報（労働生産性、収益性、退

職率等）の相関関係を研究する目的において、本サービスにより取得し、個人情報を特定で

きない形で統計化した、利用者のサーベイ結果を利用することができるものとし、当該研

究に必要な限度において、利用者の名称及びサーベイ結果を開示することができる。 

5. 当社は、前項による研究成果を対外公表できるものとし、この場合、当社は、利用者及び利用

者の従業員を識別、特定できない形式にて対外公表を行うものとする。 

 

第１４条（導入事案の公開） 

1. 当社は、利用者からの特段の申し入れのない限り、利用者の名称を本サービスの導入企業とし

て公開することができる。この場合、利用者は当社に対し、名称のロゴを無償で利用すること

を許諾する。 

2. 当社は、利用者の事前の書面による承諾を得た上で、利用者が導入した料金プラン、契約タイプ、導

入事例及び利用事案等を、第三者に対する本サービスの案内に利用することができる。 

 

第１５条（権利の帰属） 

1. 本サービスに関する所有権及び著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む）その

他一切の知的財産権（以下「知的財産権」といい、利用者がAI 機能を利用することで得られる

内容について生じる権利を含む）は全て当社に帰属するものとし、本サービスの利用により利

用者へのいかなる知的財産権の移転、譲渡も生じないものとする。ただし、利用者が、本サー



ビスの結果を、社内において本来的な目的で利用することについては何ら支障がないものとす

る。 

2. 当社は、利用者が当社の知的財産権を実質的に侵害したと当社が判断した場合、本サービスの

利用を直ちに停止した上で、利用者による侵害行為を差し止めるためのあらゆる措置をとるこ

とができるものとし、利用者は当社によるかかる措置を受け入れるものとする。 

 

第１６条（損害賠償） 

利用者が本契約に違反したことにより、当社が損害を被った場合、利用者は当該損害を賠償する責 

任を負うものとする。 

第１７条（本システムの機能追加、変更） 

利用者は、当社が本システムの機能向上を目的として、当社の裁量により本システムの機能の追加、変

更を行う場合があること、及び、当該追加、変更により、変更前の本サービスの全ての機能、性

能が維持されることが保証されるものではないことを理解し、了承するものとする。 

第１８条（本サービスの提供の停止等） 

1. 当社は、当社が本サービスにより提供する本システムの保守または仕様変更を行う場合は、利

用者に対し、事前に通知した上、本サービスの提供を一時的に停止することができる。 

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、利用者への事前の通知及び利用

者の承諾なしに、本サービスの提供を一時的に停止することができる。 

(1) 天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあることで、本サービスの提

供ができなくなった場合 

(2) AI その他本サービスに関連する法令、ガイドラインその他の規制により、本サービスの提

供に支障が生じた場合 

(3) 当社が、やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合 

第１９条（免責） 

1. 本サービスの提供において、当社の故意または過失により、利用者に損害が生じた場合、当社は、

利用者に対し、損害が発生した月の前月から（初月として算入）、利用者が当社に支払った過

去12か月分の利用料金の総額を上限として、当該損害を賠償する責を負うものとする。同一の

原因行為により発生した損害については、当該損害の発生時期及び判明時期を問わず、全て合

算した上で、本項に定める上限を適用するものとする。ただし、当社が本規約第13条第１項及

び第２項に違反した場合は、本項の損害賠償の上限に関する規定は適用されない。 

2. 前項にかかわらず、当社は、以下の事由により利用者に損害が生じた場合、一切の責任を負わ

ない。 

(1) 第10 条第２項規定のアカウントの不正使用等が発生したとき 

(2) 第11 条に違反したとき 

(3) 第18 条に基づき、本サービスの提供が一時的に停止されたとき 

(4) 第20 条に基づき、当社が本契約の全てまたは一部を解除したとき 

(5) 天災地変その他の不可抗力により、研修当日の開催が不能になったとき 

(6) 利用者の接続サービスの不具合、その他接続環境の障害、電気通信事業者が提供する電気

通信役務の不具合、OpenAI 社が提供するOpenAI API の不具合、不正アクセス、サービス妨

害行為、もしくはコンピューターウィルスその他第三者の加害行為により本サービスの一

部または全部の提供ができなくなったとき 



(7) 前号により本サービスに関するデータの消失、変更が生じたとき 

3. 第１項にかかわらず、当社は、利用者がAI 機能を利用したことにより、利用者その他第三者に生

じた損害について、一切の責任を負わない。利用者がAI 機能を利用したことにより、利用者以外

の第三者から当社に対して主張、請求等がなされた場合には、利用者は、自らの費用負担で当

該主張、請求等にかかる事案を解決するものとし、当該事案において当社に損害（弁護士費用

を含む）が発生した場合には、当該損害の全てを賠償するものとする。 

 

第２０条（契約の解除） 

1. 当社または利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その相手方は、本契約の全てまた

は一部を何らの催告なく、直ちに解除することができるものとする。 

(1) 本契約に違背し、契約の継続が困難と客観的かつ合理的に認められるとき 

(2) 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき 

(3) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認めら

れる相当の理由があるとき 

(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(5) 差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の申立を受けたとき 

(6) 破産手続、会社更生手続、民事再生手続の各開始申立があったとき 

(7) その他前各号に準ずるとき 

2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を何らの催告なく、直ちに解除

することができるものとする。 

(1) 月額費を１回でも滞納し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、利用者が支払を拒絶

した場合、もしくは、利用者の財務状況に照らし、客観的かつ合理的に支払う見込みがな

いと認められるとき 

(2) 月額費を滞納し、当該滞納額が３か月分に達したとき 

3. 基本利用期間中または更新期間中において、利用者が本条第１項第１号及び第２号並びに前項

に違反したことにより、当社が本契約を解除した場合、利用者は、当社に対し、基本利用期間

満了または更新期間満了月（基本利用期間及び更新期間の定義は第22条第１項及び同条第２項

にてそれぞれ規定する）までの残期間分の利用料金相当額を、違約金として支払わなければな

らない。なお、当社に本項の違約金の額を超える損害が発生したときは、当社は利用者に対し、

当該超過損害額を請求することができる。 

 

第２１条（反社会的勢力の排除条項） 

1. 当社及び利用者は、自らもしくは自らの代表者、役員、使用人または実質的な経営権を有する

ものが次の各号のいずれかにも該当しないことを将来にわたって表明し、保証するものとす

る。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関連企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、または特殊知能暴力集団等 

(6) その他前各号に準ずる者 

2. 当社及び利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わ

ないことを確約するものとする。 

(1) 暴力的な要求 



(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を

妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 当社または利用者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、通知、催告をすることなく

本契約を解除することができるものとする。 

4. 前項の規定により、本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害に

ついて、解除者に対し一切の請求をすることができないものとする。ただし、これにより解除

者からの損害賠償の請求を妨げないものとする。 

 

第２２条（利用期間） 

1. 本サービスの利用期間は、申込書にて定める（以下、本項に基づく利用期間を「基本利用期間」 

という）。なお、基本利用期間の開始月は、申込書「入会月」記載の年月（本システムの利用

開始月に同じ）とする。 

2. 基本利用期間満了月の前月末日までに、利用者から、本契約を更新しない旨の書面での通知が

ない限り、本契約は、さらに１年間延長されるものとし、以後も同様とする（以下、本項に基づ

く、 １年ごとの利用期間を「更新期間」という）。ただし、当社と利用者の合意により、別段

の定めをした場合は、この限りでない。 

 

第２３条（解約） 

1. 利用者は、基本利用期間中、本契約を解約することはできない。ただし、基本利用期間中であ

っても、利用者は、利用終了を希望する月の前月末日までに、当社所定の解約届（以下「解約

届」という）を提出し、利用を終了する月までの利用料金及び利用しない残期間分の利用料金

相当額を違約金として、一括して当社に支払った場合に限り、本契約を解約できるものとする。 

2. 利用者は、更新期間中においても更新期間満了までは、本契約を解約することはできない。た

だし、更新期間中であっても、利用者は、利用終了を希望する月の前月末日までに、当社に対

して解約届を提出した上、利用を終了する月までの利用料金及び利用しない残期間分の利用料

金相当額を違約金として、一括して当社に支払った場合に限り、本契約を解約できるものとす

る。 

第２４条（本規約の変更） 

1. 当社は、必要に応じて、本規約及び本細則を変更することができるものとする。 

2. 前項において、当社が本規約の重要な内容、条件の変更を行う場合、当社は利用者に対して本

システム上または本サービスサイト上等で、速やかに変更内容、条件に関する通知を行うものとし、

通知後１か月が経過した時点で、利用者が書面により異議を申立てない場合、当該変更内容、

条件を承諾したものとみなす。 

第２５条（利用者の申出による本サービスの休会） 

1. 利用者は、基本利用期間中または更新期間中、本サービスの一時的な利用中断（以下「休会」

といい、利用中の全ての料金プランに適用されるものとする）を希望する場合、休会を希望す

る月の前々月末日までに、当社に対して書面にてその旨通知するものとする（以下、当該通知

を行った月を「休会通知月」という）。当社が、当社所定の基準により休会を承諾する場合の

み、休会通知月の翌々月より休会の効果が生じるものとする。 



2. 当社は、休会の承諾に先立ち、利用者と、協議、合意の上、休会期間（始期を休会通知月の

翌々月とし、１年を超えない期間において終期を設定）を定めるものとする。なお、休会期間

中、基本利用期間または更新期間の残期間は進行せず、利用料金も発生しないものとする。 

3. 利用者による休会申出は、基本利用期間中または更新期間中に１回のみ認められるものとする。 

4. 第２項において定めた休会期間満了後、利用者は、本サービスを再開するものとする。本サー

ビス再開月より基本利用期間または更新期間の残期間が進行するものとする。 

5. 利用者が休会期間満了後本サービスを再開しない場合、利用者は、基本利用期間中である場合は、

第 23 条第１項但書に基づき、更新期間中である場合は、第 23 条第２項但書に基づき、違約金を

支払い、解約手続きを行わなければならない。 

 

第２６条（契約終了後の存続規定） 

本契約終了後においても、第11 条乃至第16条、第19 条、第21 条、第27 条乃至第30 条の規定

は、なお有効なものとして存続するものとする。 

第２７条（権利義務譲渡禁止） 

当社及び利用者は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の

書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。 

第２８条（準拠法） 

本契約の準拠法は日本法とする。 

第２９条（協議） 

本規約に定めのない事項が生じた場合、または本規約の解釈について当事者間で疑義が生じた場合

には、当社及び利用者は誠意をもって協議し解決するものとする。 

第３０条（管轄） 

本契約について紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 

 

 

 

 

2022 年 6 月 9 日 策定 

2023 年 2 月 20 日 改訂 

2023 年 3 月 29 日 改訂 

2023 年 8 月 10 日 改訂 

2025 年 3 月 10 日 改訂 

2026 年3 月31 日 改訂 



別紙 オンライン実施に関する細則 

本細則は、本サービスのサービス内容の一部を、オンラインにて実施する際（以下「オンライン実

施」という）の詳細事項を定めたものである。 

第１条 （遵守事項） 

1. 利用者は、オンライン実施において、以下の事項を遵守するものとする。 

(1) 当社が共有したオンライン実施のためのWeb 会議ツールのアカウント・ID 等を第三者に開示、

漏洩しないこと 

(2) オンライン実施において、当社の知的財産権を侵害する行為（当社が提供する映像、音声、

テキスト等、有形・無形を問わない一切の情報を、キャプチャ、撮影、録音、コンテンツ

を第三者に展開する等の行為を含むがこれらに限られない）に及ばないこと 

2. 利用者が、前項の内容に違反し、当社が損害を受けた場合、利用者は当該損害を賠償する責任

を負うものとする。 

 

第２条 （設備等） 

1. 利用者は、オンライン実施に際して利用する通信機器、ソフトウェア、システム等（以下、総

称して「設備等」という）やインターネット接続については、利用者の自己の負担と責任にお

いて行うものとする。 

2. インターネットの接続状態、設備等の不具合、操作ミス等により、オンライン実施の中断、音

声・映像の乱れ等があった場合でも、当社が利用者に対して、予定されていたサービス内容を

全て完了した場合、当社は本サービスの利用料金の返金、減額、損害賠償等いかなる責任も負

わないものとする。 


